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令和２年度
３Ｒアドバイザー会議

令和３年３月

半田市クリーンセンター
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１．３Ｒアドバイザー
（ごみ減量等推進員）について
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（１）３R（スリーアール）とは？

ごみを減らすための環境行動を表すキーワード

【発生抑制】 ごみを出さないようにする

【再使用】 繰り返し使う

【再生利用】 資源として再生利用する
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Reduce（リデュース）

Reuse（リユース）

Recycle（リサイクル）
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（２）３Ｒアドバイザーの役割

・自治区の推薦により市長が委嘱します。

・各地域において
「ごみの分別の徹底」
「リサイクルの推進」
「ごみの正しい出し方」

について指導・助言していただき、市民の
方のごみに対する意識を高めていただくこ
とを役割としています。
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（３）活動内容

①各ステーションの巡回

②資源回収への積極的な参加

をお願いします。

6

冊子「家庭ごみの分別と資源の正しい出し方」や、
ごみ分別アプリ「さんあ～る」を参考に分別の助言
をお願いします。
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各ステーションの巡回

•月１回程度ステーションに立ち、適正
に排出されているかの確認と必要に
応じて声かけをしてください。

•ごみステーションに不具合（ネットの
破れ等）を発見した場合は、クリーン
センターへご連絡ください。
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「家庭ごみの分別と資源の正しい出し方」

•毎年発行
（市報3月15日号折込）

•市役所や公民館で配布
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外国語版も作成しています
（英語、中国語、ポルトガル語）

令和３年度版は、
家庭系ごみ有料化に伴い

内容を大幅改訂
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スマートフォンアプリ「さんあ～る」
ごみの分別や収集日がわかる便利なアプリです。

是非ご利用ください。
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（４）活動時の注意事項

•活動する際は、帽子または腕章を身に
着けてください。

•事故や怪我のないよう十分ご注意くださ
い。

•活動にあたって、連絡事項や問題が生じ
た場合は、クリーンセンターへご連絡くだ
さい。
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（５）市民総合賠償補償保険 (作業中の事故等
の保障)について

⇒事故が起きた場合は、早急に区長及びクリーンセンターへ
連絡してください。（連絡先：クリーンセンター ☎２３－３５６７）

対象となる事故 対象とならない事故

３Ｒアドバイザーとして活動中に
おける事故

・故意によるけが
・地震、噴火、津波によるけが
・自殺行為または犯罪行為

保険金・見舞金

死亡保険金 300万円（事故の日から、180日以内に亡くな
られた場合）

後遺傷害保険 300万円

入院見舞金 入院日数に応じ、1万円から15万円

通院見舞金 通院日数に応じ、5千円から6万円
（通院日数5日以内は5千円）
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２．ごみ量の現状について
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今年度のごみ量（４月～2月）
令和元年度 令和２年度 昨年度対比

ごみ総排出量
（４月から２月まで）

32,494 ｔ 33,305 ｔ + 811 t

・収集ごみ 20,712 t 21,348 t + 636 t

・一般持込ごみ 3,839 t 4,947 t + 1,108 t

・事業所ごみ 7,943 t 7,010 t ▲ 933 t

資源 1,340 t 1,783 ｔ + 443 t

１世帯１日あたり 1,336 g 1,407 g + 71 g

１人１日あたり 577 g 614 g + 37 g
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家庭ごみの推移（月別）
トン
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
R1 2,389 2,629 2,056 2,388 2,247 2,158 2,240 2,097 2,484 2,112 1,751
R2 2,410 2,831 2,387 2,301 2,206 2,188 2,329 2,328 2,782 2,195 2,338
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家庭ごみの推移（１人１日あたり）
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３．家庭系ごみ有料化について

16



9

17

クリーンセンターに持ち込む場合に
有料化の対象外となるもの

•資源物（アルミ缶、スチール缶、空きびん、
紙パック、新聞、雑紙、ダンボール、古着、小
型家電、刈草・剪定枝、紙製容器包装・その
他紙類、ペットボトル、プラスチック製容器包
装、廃食用油、羽毛布団）

発火性危険ごみ（スプレー缶、ライ
ター、カセット式ガスボンベ）
蛍光管、乾電池
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旧指定ごみ袋の交換対応について

有料化開始後にご家庭に残ってしまった旧指
定ごみ袋（黄色）については、①または②の
方法による交換を行います。

①旧指定ごみ袋と同じ大きさ・同じ枚
数の「指定資源回収袋」へ交換

②旧指定ごみ袋10枚につき、同じ大
きさの新指定ごみ袋（可燃又は不
燃）3枚へ交換
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旧指定ごみ袋の交換対応について

•交換時期：5月10日～9月30日

•交換場所：半田市クリーンセンター
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上記のほか、市役所や地区公民館
等でも実施します。日程等の詳細
は、はんだ市報5月1日号でお知ら
せいたします。
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４．新しい指定ごみ袋について

21

新しい指定ごみ袋は、
２月から販売を開始しています

燃やせるごみ（グリーン） 燃やせないごみ（グレー）
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大（45リットル）
小（30リットル）
特小（20リットル）

大（45リットル）
小（30リットル）
特小（20リットル）
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新しい指定ごみ袋の特徴と変更点①

•すべてのサイズを手提げ袋型（レジ袋タイ
プ）へ

•10枚１組のロール式（外袋の廃止によりプ
ラスチック使用量を削減）

•国内生産による安定供給と品質確保
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新しい指定ごみ袋の特徴と変更点②

•外国語表記（英語、中国語、ポルトガル
語、ベトナム語）を追加

•ごみ出しの注意事項を「やさしいにほん
ご」とイラストで表記
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新しい指定ごみ袋の特徴と変更点③

•ごみ袋の厚さを見直し、プラスチック使用
量を削減（国内生産による品質向上のた
め、強度はこれまでより高くなっていま
す）

•目の不自由な方へ配慮し、燃やせないご
みの袋は、手で触れて識別できるよう、
袋の本体表面にエンボス加工のラインを
入れました
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５．有料化制度の周知状況
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回覧（9/15号）、全戸配布（11/15号）
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はんだ市報（2/1号）、（2/15号）
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地区掲示板へポスター掲示（11月）

ごみステーションへ
ポスター掲示（2月）
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新聞折り込み（2/26）➡

「マイタウン半田阿久比」

2/20特集記事
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外国語版ポスター
（英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語）
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制度説明の動画作成
外国語版（ポルトガル語・ベトナム語）
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地域で声をかけあって

33

４月からは・・・

６．質疑応答
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各会場でお聞きした質問は、とりまとめて

半田市ホームページに掲載いたします。

ご清聴ありがとうございました。

★スマートフォン向けアプリ「さんあ～る」のダウン
ロードは こちらのＱＲコードよりお願いします。

〈AppStore〉 〈Googleplay〉
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【連絡先】
半田市クリーンセンター
電話 0569-23-3567
FAX 0569-21-6405

E-mail clean-c@city.handa.lg.jp


